
第１１７号
長崎県石木ダム建設事務所

住所：東彼杵郡川棚町百津郷394-2

電話：0956-82-5109

＜ホームページ＞

石木ダム建設事務所 で 検索

もしくは、右のＱＲコードから

令和２年４月

県道嬉野川棚線

石木ダム本体

付替県道
嬉野川棚線

現在施工中の施工箇所図（令和２年４月現在）

⑦石木ダム建設工事（附帯工１）

①・⑧

②・④

石木ダム付替県道工事
（14,1号橋上部工）

石木ダム付替県道工事（17,19）

③・⑤・⑥

石木ダム付替県道工事
（18,20,21）

代替墓地

1号橋梁から代替墓地までの区間について、橋梁・道路・河川に関する工事を進めてお
ります。場内から大型の重機が出入りすることもあるため、川棚町内の皆様にはご迷惑
をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

ダム

だより

本
年
４
月
の
人
事
異
動
で
、
石
木
ダ
ム
建
設
事
務
所
長
と
し
て
着
任
い

た
し
ま
し
た
松
園
と
申
し
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

こ
の
度
、
県
政
の
重
要
施
策
で
あ
る
石
木
ダ
ム
事
業
に
、
建
設
事
務
所

長
と
し
て
携
わ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
任
務
の
重
さ
と
責
任
の
大
き
さ

に
身
の
引
き
締
ま
る
思
い
で
す
。

私
は
、
県
庁
入
庁
後
河
川
・
砂
防
事
業
等
に
携
わ
り
、
平
成
６
年
の

渇
水
対
策
や
各
地
の
災
害
復
旧
工
事
等
に
も
従
事
し
て
き
し
ま
し
た
。

近
年
は
、
気
象
状
況
の
変
動
に
よ
り
毎
年
の
よ
う
に
大
規
模
な
災
害

が
発
生
し
、
全
国
的
に
、
安
全
・
安
心
へ
の
備
え
へ
の
重
要
性
が
よ
り

一
層
高
ま
っ
て
お
り
、
洪
水
や
土
砂
災
害
並
び
に
渇
水
に
よ
る
被
害
を

防
止
・
軽
減
す
る
た
め
の
治
水
・
利
水
対
策
は
必
要
不
可
欠
と
考
え
て

お
り
ま
す
。

石
木
ダ
ム
建
設
事
業
に
つ
き
ま
し
て
は
、
川
棚
川
の
抜
本
的
な
治
水

対
策
、
ま
た
佐
世
保
市
の
慢
性
的
な
水
源
不
足
解
消
の
た
め
に
是
非
と

も
必
要
な
ダ
ム
で
あ
り
、
故
郷
へ
の
思
い
が
あ
る
中
で
、
大
切
な
家
屋

や
田
畑
を
お
譲
り
頂
い
た
方
々
に
対
し
て
は
、
ご
協
力
を
頂
い
た
こ
と

に
、
改
め
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

本
年
度
は
、
現
在
施
工
中
の
付
替
道
路
工
事
の
進
捗
を
図
る
と
共
に
、

本
体
工
事
の
一
部
に
着
手
す
る
予
定
と
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
引
き
続

き
、
地
元
の
安
全
に
十
分
配
慮
し
、
慎
重
に
工
事
を
進
め
て
ま
い
り
ま

す
。ま

だ
ま
だ
、
多
く
の
課
題
が
あ
り
ま
す
が
、
事
業
促
進
に
向
け
、
佐

世
保
市
及
び
川
棚
町
と
連
携
し
な
が
ら
事
業
を
進
め
た
い
と
考
え
て
お

り
ま
す
の
で
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

石
木
ダ
ム
建
設
事
務
所
長

松
園

義
治

施工業者 主たる工事概要

工事名

着
任
の
ご
挨
拶

(株)誠伸建設 下部工、護岸工

①石木ダム付替県道工事（14）

(株)ｱｻﾋｺﾝｻﾙ 法面工

②石木ダム付替県道工事（17）

まとしま工業(株)

③石木ダム付替県道工事（18）

法面工

(株)西部道路 土工、舗装工

④石木ダム付替県道工事（19）

(株)誠伸建設 土工、擁壁工

⑤石木ダム付替県道工事（20）

(株)小佐々建設 擁壁工、函渠工

⑥石木ダム付替県道工事（21）

(有)東峰 護岸工、水路工

⑦石木ダム建設工事（附帯工１）

(株)日本ﾋﾟｰｴｽ 橋梁上部工

⑧石木ダム付替県道工事（1号橋上部工）



｢水のわ｣に関して、ご質問やご意見等がありましたら、下記連絡先にお寄せください。

石木ダム建設事務所 電話 ０９５６－８２－５１０９
長崎県土木部河川課 電話 ０９５－８２３－３２８０

山道橋

川棚港

川棚町役場

ＪＲ川棚駅

ダム建設予定地

石木川
合流点

代替宅地２９区画を整備し、
２１戸は移転が完了しております。

代替墓地３６区画を整備し、
３１区画移転が完了しております。

石木ダム建設事務所○

木場郷公民館

水汲み場

農産物加工所

代替墓地

代替宅地

地域振興策の一環として整備。
地元の新鮮な野菜が販売され
ていることもあります。

木場郷共同アンテナ設置

石木郷公民館

石木ダム建設予定地の住民の方々（原告）が、県や佐世保市に工事の差止めを求めた訴訟で、長崎地裁佐世保
支部は、令和２年３月２４日、原告側の請求を棄却しました。

石木ダム工事続行差止訴訟判決について

ダム事業に伴う、県の周辺環境整備について

これまでに実施した整備事業

ダム完成後の周辺整備イメージ

原告側は、豊かな自然で生活を営む権利の侵害などを主張されていましたが、判決は、原告側が主張する権利は抽象的で、
内容や範囲も不明確であるなどとして、工事の差止めを認めませんでした。
石木ダム建設事業は、川棚川の抜本的な治水対策と佐世保市の慢性的な水源不足解消のため必要不可欠な事業であり、近年、

全国各地で自然災害が頻発する中で、その必要性が一層高まっているものと考えております。
今後とも、ダムの一日も早い完成を目指して、努力してまいります。

ダム建設に伴い、ダム計画策
定以降、国・県・佐世保市・
川棚町・地元により川棚町の
活性化を目的として図示のよ
うな事業を行いました。

今後もダム建設の進捗に伴い、
関係機関との協議の上、様々
な地域活性化を図るような事
業を進めてまいります。


